
 
 

 

加
茂
市
手
話
言
語
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
手
話

を
必
要
と
す
る
者
（
以
下
「
ろ
う
者
」
と
い
う
。
）
と
ろ
う
者
以
外
の
者
が

共
に
生
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
つ
い
て
、
そ
の
基
本
理
念
を
定
め
、
市
の

責
務
並
び
に
市
民
及
び
市
内
で
事
業
を
営
む
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）

の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
が
共
に
生
き
る
地
域
社
会
の
実
現
は
、

ろ
う
者
の
手
話
に
よ
る
意
思
疎
通
を
円
滑
に
図
る
た
め
の
権
利
を
尊
重
し
、

手
話
に
対
す
る
理
解
及
び
手
話
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
の
責
務
） 

第
三
条 

市
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）

に
の
っ
と
り
、
手
話
に
対
す
る
理
解
及
び
手
話
の
普
及
を
図
り
、
手
話
を
使

用
で
き
る
環
境
整
備
を
行
う
た
め
、
必
要
な
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
市
民
及
び
事
業
者
の
役
割
） 

第
四
条 

市
民
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ろ
う
者
と
共
に
生
き
る
地
域
社

会
の
一
員
と
し
て
、
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
市
が
推
進

す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
ろ
う
者
に
対
し
、
利
用
し
や
す
い
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
と
働
き
や
す
い
環
境
整
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
市
が
推
進

す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 



（
施
策
の
推
進
等
） 

第
五
条 

市
は
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
規

定
に
よ
り
策
定
す
る
加
茂
市
障
害
者
計
画
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を

定
め
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

手
話
に
対
す
る
理
解
及
び
手
話
の
普
及
に
関
す
る
施
策 

二 

手
話
に
よ
る
意
思
疎
通
の
支
援
に
関
す
る
施
策 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
施
策 

（
財
政
措
置
） 

第
六
条 

市
は
、
手
話
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
七
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


